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規約の変更及び役員等の選任に関するお知らせ 
 
クリード･オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、平成 19

年 9 月 14 日に開催する予定の第 2回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に関し、規約の変更

及び役員等の選任について下記のとおり付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、後記の規約の変更及び役員等の選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

  

1. 規約の変更について  

   変更の理由は以下のとおりです。 

(1) ｢会社法｣が平成 18 年 5 月 1日に施行され、｢投資信託及び投資法人に関する法律｣等の投資法人に

関する法令が整備・改正されたことに伴い、現行規約の全般に亘って必要な字句の変更等を行うも

のです。 

(2) 東京証券取引所が定める上場規程が改定されたことに伴い、資産運用の対象とする特定資産につい

て必要な規定の変更等を行うものです。 

(3) ｢証券取引法等の一部を改正する法律｣の施行に伴い、今後、短期投資法人債の発行が可能となるこ

とから、本投資法人の機動的な資金調達を可能とするため、必要な規定の変更等を行うものです。 

(4) 本投資法人の設立に際して必要とされた規約記載事項について、規約の簡素化を図るため、現状で

は不要となった文言を削除するものです。 

(5) 上記のほか、必要な規定の加除、表現の変更及び明確化、並びに条数の整備等を行うものです。 

 

（規約の変更の詳細については、添付資料「第 2回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

2. 役員等の選任について 

本投資法人の現執行役員山中秀哉並びに現監督役員権田安則及び久米雅彦より、本投資主総会終結の

時をもって一旦辞任する旨の申出がありましたので、あらためて執行役員 1 名及び監督役員 2 名を選任

するものです。  

   また、執行役員及び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名及

び補欠監督役員 1名を選任するものです。 

 

（役員等の選任の詳細については、添付資料「第 2回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

 

3. 日程 

  平成 19 年 7 月 23 日 第 2回投資主総会提出議案の役員会承認 

  平成 19 年 8 月 29 日 第 2回投資主総会招集通知の発送（予定） 

  平成 19 年 9 月 14 日 第 2回投資主総会（予定） 

 



 
 

＜添付資料＞ 

  第 2回投資主総会招集ご通知 

 

以 上 

 

※ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.creed-office.co.jp

 

http://www.creed-office.co.jp/

























































